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   提案理由  

 子どもの国民健康保険料を軽減することにより，子どもの保健の

向上及び子育て支援に資するため，この条例を提案する。  



柏市条例第   号  

 

   柏市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 柏市国民健康保険条例（昭和６３年柏市条例第８号）の一部を次

のように改正する。  

 

 附則に次の１条を加える。  

（基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等

割額の特例）  

第１０条  当分の間，賦課期日の前日において満１８歳未満の被保

険者（納付義務者及びその配偶者を除く。）に係る第１１条及び

第１９条の２の２の被保険者均等割額は，第１４条第１項第２号

及び第１９条の２の４第１項第２号の規定にかかわらず，これら

の規定による保険料率に１０分の５を乗じて得た額とする。  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は，令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の柏市国民健康保険条例の規定は，令和３年度以後の年

度分の保険料について適用し，令和２年度以前の年度分の保険料

については，なお従前の例による。  

 


